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犬山市議会第１９号議案  

 

   犬山市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正につい

て  

 

 犬山市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

を別紙のように定めるものとする。  

 

  令和８年２月２５日提出  

 

                   犬山市長  原   欣  伸   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （説  明）  

 この案を提出するのは、借上市営住宅制度への移行等のため必要が

あるからである。  
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   犬山市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例  

 

 犬山市市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成９年条例第５０

号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第１号中「建設し」を「建設又は借上げを行い」に、「賃貸

する」を「賃貸し、又は転貸する」に改める。  

 第３条の次に次の２条を加える。  

 （整備基準）  

第３条の２  法第５条第１項及び第２項の条例で定める整備基準は、

次条に定めるもののほか、公営住宅等整備基準（平成１０年建設省

令第８号）をもって、その基準とする。  

 （集会所の位置及び規模）  

第３条の３  集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模

及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便及び

その周辺の地域の実情を考慮した適切なものとする。  

 第５条中第４号を第６号とし、第３号の次に次の２号を加える。  

 (4) 市営住宅の借上げに係る契約の終了  

 (5) 現に市営住宅に入居している者の責めに帰すべき事由によらな

い他の市営住宅への転居  

 第７条第１項中「用途」を「借上げに係る契約の終了又は市営住宅

の用途」に改める。  

 第８条第１項中「前２条」を「第６条及び前条」に改め、同条に次

の１項を加える。  

３  市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該

入居者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住

宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。  

 第９条第３項を削る。  

 第１０条を次のように改める。  

第１０条  削除  
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 第１２条第１項第１号を次のように改める。  

 (1) 市営住宅賃貸借契約書を提出すること。  

 第１２条第１項に次の１号を加える。  

 (3) 緊急時等において連絡を受ける者２人に係る届出  

 第１２条第３項を削り、同条第４項中「第１項の」を「第１項第１

号及び第２号の」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中「第

１項又は第２項」を「第１項第１号及び第２号」に改め、同項を同条

第４項とする。  

 第１７条第４号中「前各号」を「前３号」に改める。  

 第１８条第１項中「第１２条第５項」を「第１２条第４項」に改め

る。  

 第２２条第２項中「き損」を「毀損」に改める。  

 第４０条第１項第３号中「き損」を「毀損」に改め、同項に次の１

号を加える。  

 (7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。  

 第４０条に次の１項を加える。  

５  市長は、市営住宅が第１項第７号の規定に該当することにより同

項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の６月前までに、当該

入居者にその旨を通知しなければならない。  

 第４１条の見出しを「（市営住宅監理員）」に改め、同条第３項及

び第４項を削り、同条第５項中「第１項から前項まで」を「前２項」

に、「市営住宅監理員及び市営住宅管理人」を「市営住宅監理員」に

改め、同項を同条第３項とする。  

 第４３条中「土地」を「土地（これらのうち、借上げによるものを

除く。）」に改める。  

   附  則  

１  この条例は、令和８年４月１日から施行する。  

２  犬山市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例（平成３１年条例第１７号）の一部を次のように改正する。  

  附則中「平成３２年４月１日」を「令和 ２年４月１日」に改め
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る。  
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○犬山市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正のための新旧対照表 

新（改正後） 旧（改正前） 

 （用語の定義） 

第２条  略 

 (1) 市営住宅 市が建設又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸

するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの

をいう。 

 (2)～(5)  略 

 （整備基準） 

第３条の２ 法第５条第１項及び第２項の条例で定める整備基準は、次条に定

めるもののほか、公営住宅等整備基準（平成１０年建設省令第８号）をもっ

て、その基準とする。 

 （集会所の位置及び規模） 

第３条の３ 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形

状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便及びその周辺の地域

の実情を考慮した適切なものとする。 

 （公募の例外） 

第５条  略 

 (1)～(3)  略 

 (4) 市営住宅の借上げに係る契約の終了 

 (5) 現に市営住宅に入居している者の責めに帰すべき事由によらない他の市

営住宅への転居 

 (6)  略 

 （入居者資格の特例） 

第７条 市営住宅の借上げに係る契約の終了又は市営住宅の用途の廃止により

当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営

住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第６条第１項各号に

掲げる条件を具備する者とみなす。 

２  略 

 （入居の申込み及び決定） 

第８条 第６条及び前条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しよ

うとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならな

い。 

２  略 

 （用語の定義） 

第２条  略 

 (1) 市営住宅 市が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯

施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。 

 

 (2)～(5)  略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （公募の例外） 

第５条  略 

 (1)～(3)  略 

 

 

 

 (4)  略 

 （入居者資格の特例） 

第７条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入

居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合において

は、その者は、第６条第１項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。 

 

２  略 

 （入居の申込み及び決定） 

第８条 前２条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする

者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。 

 

２  略 
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新（改正後） 旧（改正前） 

３ 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に

対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなけ

ればならない旨を通知しなければならない。 

 （入居者の選考） 

第９条  略 

２  略 

 

 

 

第１０条 削除 

 

 

 （住宅入居の手続） 

第１２条  略 

 (1) 市営住宅賃貸借契約書を提出すること。 

 

 (2)  略 

 (3) 緊急時等において連絡を受ける者２人に係る届出 

２  略 

 

 

 

３ 市長は、入居決定者が第１項又は第２項に規定する期間内に第１項第１号

及び第２号の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことが

できる。 

４ 市長は、入居決定者が第１項第１号及び第２号の手続をしたときは、当該

入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居が可能な日を入居指定日として

通知するものとする。 

 （家賃の減免又は徴収猶予） 

第１７条  略 

 (1)～(3)  略 

 (4) その他前３号に準ずる特別の事情があるとき。 

 

 

 

 （入居者の選考） 

第９条  略 

２  略 

３ 前項の入居者の選考については、次条に定める市営住宅入居者選考審査会

の意見を聴いて決定する。 

 （市営住宅入居者選考審査会） 

第１０条 入居者の選考に関し、その公正を期するため市営住宅入居者選考審

査会を置く。 

２ 市営住宅入居者選考審査会について必要な事項は、市長が別に定める。 

 （住宅入居の手続） 

第１２条  略 

 (1) 市長が適当と認める連帯保証人２人の連署する市営住宅賃貸借契約書を

提出すること。 

 (2)  略 

 

２  略 

３ 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第１項第１号の規定に

よる市営住宅賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととするこ

とができる。 

４ 市長は、入居決定者が第１項又は第２項に規定する期間内に第１項の手続

をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。 

 

５ 市長は、入居決定者が第１項又は第２項の手続をしたときは、当該入居決

定者に対して速やかに市営住宅の入居が可能な日を入居指定日として通知す

るものとする。 

 （家賃の減免又は徴収猶予） 

第１７条  略 

 (1)～(3)  略 

 (4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。 
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新（改正後） 旧（改正前） 

 （家賃の納付） 

第１８条 市長は、入居者から第１２条第４項の入居指定日から当該入居者が

市営住宅を明け渡した日（第３０条第１項又は第３５条第１項の規定による

明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、

第４０条第１項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあ

った日）までの間、家賃を徴収する。 

２～５  略 

 （入居者の保管義務等） 

第２２条  略 

２ 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は毀損

したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければ

ならない。 

３  略 

 （住宅の明渡し請求） 

第４０条  略 

 (1)及び(2)  略 

 (3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。 

 (4)～(6)  略 

 (7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。 

２～４  略 

５ 市長は、市営住宅が第１項第７号の規定に該当することにより同項の請求

を行う場合には、当該請求を行う日の６月前までに、当該入居者にその旨を

通知しなければならない。 

 （市営住宅監理員） 

第４１条  略 

２  略 

 

 

 

 

３ 前２項に規定するもののほか、市営住宅監理員に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 （家賃の納付） 

第１８条 市長は、入居者から第１２条第５項の入居指定日から当該入居者が

市営住宅を明け渡した日（第３０条第１項又は第３５条第１項の規定による

明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、

第４０条第１項の規定による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあ

った日）までの間、家賃を徴収する。 

２～５  略 

 （入居者の保管義務等） 

第２２条  略 

２ 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損

したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければ

ならない。 

３  略 

（住宅の明渡し請求） 

第４０条  略 

 (1)及び(2)  略 

 (3) 入居者又は同居者が市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。 

 (4)～(6)  略 

 

２～４  略 

 

 

 

 （市営住宅監理員及び市営住宅管理人） 

第４１条  略 

２  略 

３ 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置く

ことができる。 

４ 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮を受けて、管理に関する事務の

一部を行う。 

５ 第１項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅

管理人に関し必要な事項は、規則で定める。 
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新（改正後） 旧（改正前） 

 （敷地の目的外使用） 

第４３条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地（これらの

うち、借上げによるものを除く。）の一部について、その用途又は目的を妨

げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することが

できる。 

 （敷地の目的外使用） 

第４３条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部につ

いて、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによ

りその使用を許可することができる。 

 

 


